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書
の
真
価
に
対
す
る
理
解
と
言
及
を
欠
い
た
瑣
末
な
評
言
に
す
ぎ

な
い
、
と
の
声
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
書
は
決
し

て
聖
書
研
究
、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
通
じ
た
読
者
の
た
め
だ
け
に

書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
者
の
た
め
だ
け
に
書
か
れ

た
も
の
で
も
な
い
。
近
年
、
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
こ
の

よ
う
に
広
い
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
書
物
は
明
ら
か
に
増
え

て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
開
か
れ
た
叙
述
に
な
り
え
て
い

る
書
物
は
、
極
め
て
少
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
特
質
が
学
術
的
な

誠
実
さ
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
成
立
し
え
て
い
る
書
物
と
な
る

と
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
少
な
く
な
る
。
本
書
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、

そ
れ
ら
の
特
質
を
兼
ね
備
え
た
稀
有
な
一
冊
で
あ
る
。
一
神
教
の

成
立
史
が
い
か
に
「
謎
解
き
」
の
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る

か
を
こ
こ
ま
で
平
易
に
伝
え
た
書
物
は
、他
に
は
そ
う
あ
る
ま
い
。

浅
学
を
省
み
ず
、
評
者
が
私
見
を
記
し
た
く
な
っ
た
の
も
、
そ
の

よ
う
な
本
書
の
魅
力
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
本
書
を
火
付
け
役
と

し
て
、
今
後
、
専
門
の
別
を
こ
え
た
謎
解
き
の
議
論
が
活
性
化
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
以
上
）

　

書
評
と
質
問
②

桑　

原　

俊　

一

　

本
書
は
、
あ
と
が
き
に
も
あ
る
通
り
二
〇
〇
五
年
、
公
共
哲
学

京
都
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
催
の
一
神
教
を
め
ぐ
る
研
究
会
に
著
者
が
発

題
者
の
一
人
と
し
て
招
か
れ
た
こ
と
が
端
緒
と
な
っ
て
執
筆
さ
れ

た
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
発
題
と
討
論
は
大
貫
隆
・
金
泰
昌
・
黒

住
真
・
宮
本
久
雄
編
『
一
神
教
と
は
何
か
―
公
共
哲
学
か
ら
の
問

い
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
、

著
者
の
発
題
部
分
は
「
旧
約
聖
書
の
宗
教
は
い
か
な
る
意
味
で
、

〈
一
神
教
〉
で
あ
っ
た
の
か
」（
三
三
頁－

七
八
頁
）
と
い
う
表
題

で
、
発
題
を
受
け
て
の
討
論
（
七
九
頁－

八
九
頁
）
と
と
も
に
所

収
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
全
体
は
、第
一
章
「
一
神
教
と
は
な
に
か
」、第
二
章
「〈
イ

ス
ラ
エ
ル
〉
と
い
う
民
」、
第
三
章
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
い
う
神
」、
第

四
章
「
初
期
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
一
神
教
」、
第
五
章
「
預
言

者
た
ち
と
一
神
教
」、第
六
章
「
申
命
記
と
一
神
教
」、第
七
章
「
王

国
滅
亡
、
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
一
神
教
」、
第
八
章
「〈
第
二
イ
ザ
ヤ
〉
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と
唯
一
神
観
の
誕
生
」
の
八
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

著
者
自
身
に
よ
れ
ば
本
書
の
基
本
的
構
想
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

の
発
題
を
踏
襲
し
「
一
般
読
者
向
け
と
い
う
こ
と
で
、
宗
教
研
究

に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
一
神
教
を
め
ぐ
る
議
論
の
概
要
が
分
か
る

よ
う
に
、
最
初
に
研
究
史
的
な
概
説
を
付
け
旧
約
聖
書
の
内
容
に

必
ず
し
も
通
じ
て
い
な
い
方
で
も
分
か
る
よ
う
に
聖
書
の
引
用
を

で
き
る
だ
け
増
や
し
」（
三
七
八
頁
）
て
出
版
さ
れ
た
。

　

本
論
に
先
立
ち
大
変
興
味
深
い
指
摘
が
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
俗

説
の
検
討
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
神
教
に
関
す
る
俗
説
は
、
識
者

や
著
名
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
今

も
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。

　

そ
の
一
、
一
神
教
は
砂
漠
の
産
物
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
共
同

体
は
「
乳
と
蜜
の
流
れ
る
地
」
で
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
唯
一

神
教
へ
と
発
展
し
た
の
も「
バ
ビ
ロ
ン
の
流
れ
の
ほ
と
り
」で
あ
っ

た
。
も
し
砂
漠
か
ら
一
神
教
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
他
の

多
く
の
砂
漠
で
な
ぜ
一
神
教
は
誕
生
し
な
か
っ
た
の
か
。

　

そ
の
二
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
神
教
は
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
改

革
の
影
響
を
受
け
た
か
。
つ
ま
り
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
神
教
は

古
代
エ
ジ
プ
ト
王
朝
第
十
八
代
目
の
王
、
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
（
在

位
紀
元
前
十
四
世
紀
）
の
ア
テ
ン
一
神
教
改
革
の
影
響
下
に
お
い

て
成
立
し
た
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
彼
は
以
前
の
多
神
教
か
ら
ア

テ
ン
神
を
唯
一
絶
対
的
な
神
と
し
て
礼
拝
さ
せ
、
他
の
神
々
を
排

除
し
た
。

　

そ
の
三
、
旧
約
聖
書
が
語
る
歴
史
は
史
実
な
の
か
。
民
族
の
祖

先
ア
ブ
ラ
ハ
ム
な
ど
に
は
純
粋
な
一
神
教
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
カ
ナ
ン
の
地
に
入
植
以
降
は
先
住
民
の
異
教
宗
教
の
影
響

を
受
け
て
堕
落
し
、
初
め
て
多
神
教
的
な
偶
像
崇
拝
に
陥
っ
た
と

す
る
歴
史
観
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
俗
説
は
本
書
の
展
開
の
中
で
明
晰
に
排
除
さ
れ
る
。

　

本
書
を
構
成
す
る
手
法
と
原
理
に
次
の
二
つ
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
一
つ
は
聖
書
文
書
を
材
料
と
し
な
が
ら
、
現
在
得
ら
れ

る
文
献
学
的
史
料
分
析
や
聖
書
外
史
料
に
加
え
、
考
古
学
的
調
査

結
果
を
最
大
限
用
い
て
慎
重
に
議
論
を
重
ね
る
手
法
で
あ
る
。
二

つ
目
は
一
神
教
か
ら
唯
一
神
教
ま
で
の
推
移
を
「
革
命
」
と
い
う

言
葉
で
説
明
す
る
野
心
的
試
み
で
あ
る
。
Ｒ
・
ペ
ッ
タ
ツ
ォ
ー
ニ

の
、「
一
神
教
は
進
化
の
結
果
か
ら
で
は
な
く
、
宗
教
的
天
才
に

よ
る
〈
革
命
」〉（
リ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
た
」

と
い
う
理
論
「（
二
六－

二
七
頁
）
の
援
用
で
あ
る
。
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著
者
に
と
っ
て
こ
の
理
論
は
、
一
神
教
成
立
の
特
殊
性
を
説
明

す
る
に
は
好
都
合
で
あ
る
ら
し
く
、
本
書
の
ま
と
め
に
お
い
て
五

つ
の
「
革
命
」
を
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
書
の
内
容
を
一
連
の

革
命
の
順
を
追
っ
て
纏
め
て
み
た
い
。

第
一
の
革
命

　

ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
始
ま
る
族
長
時
代
の
史
実
性
は
ほ
ぼ
否
定
さ
れ

る
（
五
八
頁
）。
出
エ
ジ
プ
ト
の
出
来
事
も
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
全

体
の
共
通
体
験
だ
っ
た
と
す
る
観
点
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
受

け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
と
い
う
集
団

を
最
古
の
聖
書
外
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
エ
ジ
プ
ト
第
十
九

王
朝
第
四
代
目
メ
ル
エ
ン
プ
タ
ハ
が
前
一
二
〇
七
年
ご
ろ
行
っ
た

パ
レ
ス
チ
ナ
遠
征
に
関
す
る
戦
勝
記
念
碑
の
な
か
の
「
イ
ス
ラ

エ
ル
」
の
名
称
で
、
そ
れ
は
部
族
連
合
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
い
。（
六
二－

六
五
頁
）。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
パ
レ

ス
チ
ナ
を
南
北
に
走
る
一
帯
の
考
古
学
的
調
査
が
行
わ
れ
、
前

一
二
〇
〇
年
頃
大
幅
な
居
住
区
と
人
口
の
増
大
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
こ
こ
か
ら
後
に
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
」
と
自
覚
す
る
人
々
が
で

て
き
た
可
能
性
は
あ
る
。
牧
羊
民
は
移
牧
を
繰
り
返
す
が
、
定
着

し
た
都
市
住
民
や
農
耕
民
と
は
共
存
し
て
い
た
（
俗
説
一
の
否

定
）。
諸
説
あ
る
が
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
」
は
起
源
を
異
に
す
る
多

種
多
様
な
集
団
が
何
ら
か
の
形
で
結
合
す
る
状
況
か
ら
生
ま
れ
て

き
た
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
。
統
合
の
手
段
と
し
て
は
、（
一
）
共

通
の
祖
先
の
系
図
、（
二
）
歴
史
の
共
有
、（
三
）
特
殊
な
習
慣
を

通
じ
た
外
部
と
の
差
異
化
、（
四
）
共
通
の
神
の
崇
拝
が
挙
げ
ら

れ
る
（
八
二－

九
一
頁
）。
著
者
は
と
り
わ
け
「
共
通
の
神
の
崇

拝
」
に
注
目
す
る
（
九
一－

九
二
頁
）。
こ
の
時
代
以
前
は
集
団

ご
と
に
異
な
る
神
々
が
崇
拝
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
俗
説

三
の
否
定
）。
例
証
と
し
て
、比
較
的
古
い
と
さ
れ
る「
契
約
の
書
」

（
出
二
〇
22－

二
三
19
）
―
―
ヤ
ハ
ウ
ェ
以
外
の
神
々
の
崇
拝
が

明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
―
―
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
最
初

は
ま
だ
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
い
う
名
で
知
ら
れ
た
神
で
は
な
か
っ
た

（
九
三－

八
頁
）。
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
人
名
に
表
れ
る
神
の
統
計

的
な
検
討
か
ら
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
は
カ
ナ
ン
定
着
前
後
に
導
入
さ

れ
、
以
降
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
た
と
い
う
（
一
〇
八－

一
一
頁
）。

聖
書
外
史
料
に
お
い
て
も
王
国
時
代
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ユ
ダ
で

は
ヤ
ハ
ウ
ェ
系
人
名
が
独
占
的
に
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
王
国
時
代
ま
で
の
人
名
を
調
査
す
る
と
エ
ル
系
の
人
名
が

－57－



際
立
つ
。
確
か
に
こ
の
結
果
は
、
初
期
イ
ス
ラ
エ
ル
の
時
代
に
は

エ
ル
崇
拝
が
優
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者

は
、
出
エ
ジ
プ
ト
伝
承
に
関
連
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
脱
出
し
て

き
た
一
部
が
当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
加
わ
っ

た
こ
と
は
歴
史
的
に
あ
り
う
る
と
見
る
。
そ
こ
で
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の

「
圧
倒
的
な
力
」、「
戦
い
の
神
」、「
嵐
の
神
」
と
い
う
性
格
が
強

調
さ
れ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
い
う
神
と
出
エ
ジ
プ
ト
伝
承
が
文
書
化

さ
れ
た
の
は
早
く
て
前
九
世
紀
以
降
と
す
る
（
一
二
八
頁
）。
ヤ

ハ
ウ
ェ
信
仰
の
起
源
に
諸
々
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
は
、
実
際
エ
ジ

プ
ト
か
ら
脱
出
し
た
集
団
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
い
ず
れ
も
特
定
集
団
に
属
さ
な
い
下
層
階
級
に
属
す
る
人
々
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
「
出
エ
ジ
プ
ト
集
団
が
エ
ジ
プ
ト
脱

出
後
、
放
浪
を
続
け
る
う
ち
に
パ
レ
ス
チ
ナ
南
部
の
荒
野
に
い
た

ヤ
ハ
ウ
ェ
崇
拝
の
牧
羊
民
集
団
と
出
会
い
、
何
ら
か
の
形
で
そ
れ

と
合
流
し
、統
合
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」（
一
一
一

頁
）
と
推
測
す
る
。

　
「
宗
教
的
天
才
」
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ク
エ
ン
ア
テ
ン
の
思
想
革
命

は
一
つ
の
神
を
崇
拝
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
直
感
的
に
考
え
た
が
、

必
ず
し
も
環
境
に
対
し
て
適
合
性
を
持
た
な
か
っ
た
た
め「
淘
汰
」

さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
俗
説
二
の
否
定
、
九
二
頁
）。
イ
ス
ラ
エ
ル

の
場
合
、
様
々
な
混
乱
と
危
機
の
時
代
の
中
で
一
つ
の
共
同
体
が

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
み
を
排
他
的
に
崇
拝
す
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
い

う
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
の
「
環
境
適
合

的
」
な
作
用
を
も
っ
た
（
三
六
二
頁
）。

第
二
の
革
命

　

聖
書
外
史
料
や
考
古
学
的
証
拠
が
乏
し
い
た
め
、
現
状
で
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
成
立
の
歴
史
は
十
分
分
か
ら
な
い
し
、
統
一
王

朝
の
歴
史
す
ら
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
従
っ
て
サ
ム
エ
ル
記

や
列
王
記
が
描
く
統
一
王
国
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
テ
ル
・
ダ
ン
碑
文
か
ら
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
中

心
に
ユ
ダ
王
国
が
ダ
ビ
デ
に
よ
っ
て
興
さ
れ
、
そ
の
子
孫
が
「
ダ

ビ
デ
王
朝
」を
形
成
し
た
可
能
性
は
あ
る
ら
し
い（
六
五－

八
頁
）。

メ
シ
ヤ
碑
文
と
シ
ャ
ル
マ
ナ
サ
ル
三
世
の
碑
文
、
ま
た
サ
マ
リ
ア

の
考
古
学
調
査
か
ら
、
前
九
世
紀
前
半
の
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
繁

栄
ぶ
り
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
る
（
一
四
四－

五
頁
）。

　

南
王
国
ユ
ダ
に
つ
い
て
は
、
王
国
は
い
ず
れ
も
王
た
ち
に
ヤ
ハ

ウ
ェ
系
の
名
前
が
多
い
こ
と
か
ら
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
国
家
神
と
し
て
王

－58－



権
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、「
ナ
タ
ン

預
言
」
な
ど
に
示
さ
れ
る
「
ダ
ビ
デ
王
朝
神
学
」
は
王
権
を
支

え
る
う
え
で
有
効
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ユ
ダ
王
国
で
王
朝
は
約

四
〇
〇
年
間
続
い
た
（
一
四
七－

五
一
頁
）。
こ
れ
に
対
し
北
王

国
の
王
朝
は
不
安
定
で
あ
っ
た
。
北
王
国
の
預
言
者
た
ち
は
王
権

と
対
立
し
、
王
朝
を
断
と
う
と
す
る
側
に
回
っ
た
ら
し
い
。
し
か

し
宗
教
と
王
権
の
結
び
つ
き
は
強
く
、
王
の
神
格
化
に
近
い
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
た
（
一
五
一－
四
頁
）。

　

た
だ
「
現
在
の
形
の
旧
約
聖
書
の
物
語
文
学
の
ほ
と
ん
ど
は
、

バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
（
前
六
世
紀
）
時
代
以
降
に
唯
一
神
教
が
確
立
し

た
後
、
そ
の
唯
一
神
教
に
基
づ
く
編
集
が
加
え
ら
れ
て
い
て
、
い

わ
ば
唯
一
神
教
的
観
点
か
ら
の
〈
検
閲
〉
を
受
け
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
編
集
は
必
ず
し
も
徹
底
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち

に
〈
検
閲
漏
れ
〉
の
よ
う
な
形
で
、よ
り
古
い
観
念
や
伝
承
が
残
っ

て
い
る
」（
一
五
五－

六
頁
）。
事
例
と
し
て
、
エ
フ
タ
を
は
じ
め

具
体
的
人
物
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、「
他
の
神
々
の
存
在
を
原
理

的
に
容
認
し
な
が
ら
自
分
た
ち
は
た
だ
ひ
と
り
の
神
を
排
他
的
に

崇
拝
す
る
と
い
う
、
拝
一
神
教
的
―
―
必
ず
し
も
他
の
神
々
の
存

在
自
体
を
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
を
前
提
に
す
る
が
、
特

定
の
一
神
だ
け
を
排
他
的
な
崇
拝
対
象
と
し
、
他
の
神
々
を
崇
拝

し
な
い
宗
教
の
在
り
方
（
二
九
頁
）
―
―
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た

と
推
測
で
き
る
」（
一
五
七
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
近
年
の
考
古
学

的
調
査
結
果
か
ら
テ
ラ
コ
ッ
タ
の
女
性
の
土
偶
が
大
量
に
発
見
さ

れ
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
女
神
像
の
崇
拝
は
家
庭
レ
ベ
ル
で
は
必

ず
し
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

（
一
八
三－

四
頁
）。

　

女
神
に
関
連
し
た
二
つ
碑
文
史
料
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
一
つ

は
一
九
六
八
年
に
前
八
世
は
じ
め
頃
の
墓
所
で
発
見
さ
れ
た
。
二

つ
目
は
一
九
七
八
年
に
、
前
九
世
紀
か
ら
前
八
世
紀
頃
の
も
の
と

思
わ
れ
る
オ
ス
ト
ラ
カ
の
発
見
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
ヤ
ハ
ウ
ェ

と
彼
の
ア
シ
ェ
ラ
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
問
題
は
ア
シ
ェ
ラ
が
ヤ

ハ
ウ
ェ
の
配
偶
神
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
（
一
八
四－

六

頁
）。
議
論
に
は
諸
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
前
八
世
紀
頃
の
イ
ス

ラ
エ
ル
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
部
に
ア
シ
ェ
ラ
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
配
偶

女
神
と
し
て
い
た
人
々
が
い
た
可
能
性
ま
で
は
排
除
で
き
な
い
と

す
る
（
一
八
八
頁
）。
こ
の
よ
う
な
多
神
教
的
現
象
を
ど
う
理
解

し
説
明
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教

の
重
層
的
な
構
造
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
民
族
的
・
国
家
的
レ
ベ

－59－



ル
で
は
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
は
王
国
成
立
以
前
に
、
ヤ

ハ
ウ
ェ
へ
の
排
他
的
崇
拝
が
ほ
ぼ
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
家
族
レ
ベ
ル
で
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
以
前
の
習
慣
に

比
較
的
寛
容
で
あ
っ
た
（
一
九
二－

七
頁
）。
土
地
の
豊
穣
に
関

わ
る
バ
ア
ル
礼
拝
は
地
域
レ
ベ
ル
に
属
し
、
オ
ム
リ
王
朝
の
王
た

ち
は
バ
ア
ル
崇
拝
を
振
興
し
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
並
ぶ
国
家
的
レ
ベ
ル

に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
反
発
し
た
人
々
の
象
徴
が
エ

リ
ヤ
で
あ
リ
、
エ
リ
シ
ャ
で
あ
っ
た
（
二
一
四
頁
）。

　

著
者
は
文
書
預
言
者
た
ち
の
登
場
に
よ
っ
て
神
観
の
変
容
が
見

ら
れ
る
と
い
う
。
な
ぜ
文
書
預
言
者
た
ち
、
ア
モ
ス
（
前
八
世
紀

中
葉
）
や
ホ
セ
ア
（
前
八
世
紀
後
半
、
北
王
国
の
末
期
）
や
イ
ザ

ヤ
（
ホ
セ
ア
と
同
時
代
の
南
王
国
）
に
普
遍
的
神
観
が
現
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
著
者
の
推
測
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
ア
ッ
シ

リ
ア
の
神
観
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
。
サ
ル
ゴ
ン
二
世
の
碑
文
で

は
主
神
ア
ッ
シ
ュ
ー
ル
は
神
々
の
王
に
し
て
世
界
の
支
配
者
と
見

な
さ
れ
て
い
て
、
王
は
ア
ッ
シ
リ
ア
の
神
々
の
世
界
支
配
を
実
現

す
る
道
具
で
あ
っ
た
。
ア
ッ
シ
リ
ア
的
な
世
界
神
、
普
遍
的
な
支

配
力
を
持
つ
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
た
ち
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
当
て

は
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
二
三
九－

四
一
頁
）。
た
だ
し

こ
の
神
観
は
同
時
代
の
一
般
人
が
容
易
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
二
四
四
頁
）。

第
三
の
革
命

　

前
七
世
紀
後
半
に
申
命
記
運
動
の
担
い
手
と
ヨ
シ
ヤ
王
は
、
地

方
聖
所
の
廃
止
と
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
祭
儀
集
中
、
異
教
的
要
素
の

粛
清
と
い
う
国
家
的
、
政
治
的
手
段
を
通
じ
て
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
排

他
的
崇
拝
を
復
活
し
、
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
地
域
の
レ
ベ
ル
で

の
非
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
的
要
素
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
運
動
を
通
し
て
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
契
約
の
観
念
、
申
命
記
法
、

十
戒
、「
シ
ェ
マ
の
祈
り
」
な
ど
が
確
立
し
た
（
三
六
四
頁
）。

　

列
王
記
下
二
二－

二
三
章
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ
王
ヨ
シ
ヤ
の
治
世

第
十
八
年
（
前
六
二
二
）、
エ
ル
サ
レ
ム
の
修
繕
工
事
の
際
、
一

つ
の
「
律
法
の
書
」
の
巻
物
が
発
見
さ
れ
た
（
王
下
二
三
25
）。

し
か
も
そ
れ
は
「
モ
ー
セ
の
律
法
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

王
は
こ
の
書
に
基
づ
き
大
規
模
な
宗
教
改
革
を
行
っ
た
と
さ
れ

る
。
こ
の
律
法
の
書
は
申
命
記
の
基
本
部
分
（
原
申
命
記
）
で
あ

り
、
ヨ
シ
ヤ
の
宗
教
改
革
が
「
申
命
記
」
の
精
神
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
た
こ
と
は
、多
く
の
研
究
者
の
間
で
見
方
が
一
致
し
て
い
る
。
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申
命
記
は
お
そ
ら
く
マ
ナ
セ
の
時
代
の
宗
教
混
淆
的
状
態
を
粛
清

し
、
祭
儀
集
中
と
異
教
的
要
素
の
排
除
を
王
主
導
で
実
現
さ
せ
る

た
め
に
、
排
他
的
な
ヤ
ハ
ウ
ェ
崇
拝
を
守
ろ
う
と
す
る
人
々
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
、
神
殿
で
「
発
見
」
さ
れ
た
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
（
二
五
六－
七
頁
）。「
申
命
記
の
成
立
を
直
接
ヨ
シ
ヤ
の
宗
教

改
革
と
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
ヨ
シ
ヤ
以
前
に
す
で
に
申
命
記

が
将
来
の
〈
改
革
〉
に
向
け
て
の
理
念
的
・
綱
領
的
文
書
と
し
て

書
き
始
め
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
（
二
五
六

－

二
五
七
頁
）。

　

一
神
教
と
の
関
係
で
は
「
シ
ェ
マ
」
の
祈
り
と
倫
理
的
十
戒
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
。「
シ
ェ
マ
」
の
祈
り
（
申
六
４－

５
）
―
―
一

神
教
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
四
節
後
半
の
部
分
で
あ
る
―
―
に

つ
い
て
、
著
者
は
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
我
々
の
神
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
ひ
と

り
」
と
解
釈
す
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
強
調
さ
れ
た
背
景
と
し
て
著
者

は
二
つ
挙
げ
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
が
祭
儀
集
中
と
関
連
す
る
可
能

性
で
、「
我
々
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
」
こ
そ
「
エ
ル
サ
レ
ム
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
」

た
だ
ひ
と
り
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
可
能
性

は
、前
八
世
紀
の
末
に
イ
ス
ラ
エ
ル
北
王
国
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
よ
っ

て
滅
ぼ
さ
れ
た
こ
と
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
北
王
国

を
含
め
た
国
民
統
合
の
象
徴
と
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
は

ひ
と
り
な
の
で
あ
る
（
二
七
三－

六
頁
）。

　

倫
理
的
十
戒
（
申
五
6－

21
）
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
第

一
戒
で
あ
る
。
こ
の
第
一
戒
で
前
提
に
さ
れ
て
い
る
神
観
は
あ
く

ま
で
拝
一
神
教
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
二
八
一－

九
頁
）。

　
「
神
観
に
関
し
て
は
、
申
命
記
と
そ
の
運
動
は
全
体
と
し
て
ヤ

ハ
ウ
ェ
の
排
他
的
崇
拝
を
強
調
し
た
が
、
前
八
世
紀
の
文
書
預
言

者
た
ち
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
民
族
神
的
拝
一
神
教
の

性
格
を
色
濃
く
保
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
単

な
る
〈
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
〉
を
超
え
た
世
界
の
神
で
あ
る
と
い
う

展
望
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」（
二
九
一
頁
）。
申
命
記
運
動
が

急
速
に
衰
え
る
と
、
同
時
代
の
預
言
者
、
エ
レ
ミ
ヤ
や
エ
ゼ
キ
エ

ル
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
他
の
神
々
の
崇
拝
が
す

さ
ま
じ
い
勢
い
で
息
を
吹
き
返
し
た
ら
し
い
（
二
九
二
頁
）。

第
四
の
革
命

　

バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
背
い
た
ユ
ダ
王
国
は
、
前
五
九
七
年
と
前

五
八
六
年
に
二
次
に
わ
た
っ
て
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
な
る
。
エ
ル
サ

レ
ム
は
陥
落
し
、
ダ
ビ
デ
王
朝
は
断
絶
し
た
。
こ
の
破
局
的
で
き

－61－



ご
と
は
捕
囚
民
に
信
仰
的
危
機
と
動
揺
を
も
た
ら
し
た
。

　

こ
の
時
期
に
エ
ル
サ
レ
ム
で
活
動
し
た
預
言
者
エ
レ
ミ
ヤ
は
、

バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
支
配
は
ユ
ダ
の
王
た
ち
や
国
民
が
犯
し
て
き
た
罪

へ
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
裁
き
で
あ
り
、
ネ
ブ
カ
ド
ネ
ツ
ァ
ル
は
ヤ
ハ

ウ
ェ
の
意
志
を
実
現
さ
せ
る
「
僕
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
軛
」
に

服
す
る
こ
と
以
外
に
民
族
と
国
家
の
未
来
は
な
い
と
説
い
た
。
こ

こ
に
は
前
八
世
紀
の
預
言
者
た
ち
の
普
遍
的
な
神
観
が
継
承
さ
れ

て
い
る
。
エ
レ
ミ
ヤ
は
ま
た
バ
ア
ル
崇
拝
や
偶
像
崇
拝
を
批
判
し

た
が
、そ
の
非
難
は
―
―
排
他
的
一
神
性
の
ゆ
え
に
「
拝
一
神
教
」

と
区
別
し
て
―
―
唯
一
神
教
的
な
響
き
を
帯
び
て
い
る
（
三
〇
〇

－

二
頁
）。
こ
の
破
局
的
で
き
ご
と
に
関
し
て
い
え
ば
、「
古
代
オ

リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
戦
争
と
は
国
と
国
と
の
戦
い
で
あ
っ

た
と
同
時
に
神
々
同
士
の
戦
い
で
も
あ
り
、
敗
北
と
は
自
分
の

神
（
々
）
が
敵
国
の
神
々
に
敗
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ

は
、
自
分
の
神
の
無
力
と
し
て
解
釈
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
」

（
三
〇
四
頁
）。

　

エ
ゼ
キ
エ
ル
は
、
第
一
次
捕
囚
で
バ
ビ
ロ
ン
に
送
ら
れ
た
が
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
遍
在
性
を
捕
囚
民
に
示
し
、
い
わ
ゆ
る
「
契
約
定

式
」
を
用
い
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
特
別
な
関
係
の
回
復

を
予
告
す
る
（
エ
ゼ
十
一
20
、
十
四
11
他
）。
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
神

観
は
世
界
的
な
視
野
の
な
か
で
見
ら
れ
た
、
究
極
的
な
拝
一
神
教

で
あ
っ
た
と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
三
〇
七－

一
一
頁
）。

　

本
書
で
は
、
こ
こ
か
ら
エ
レ
ミ
ヤ
書
と
申
命
記
の
捕
囚
後
の
編

集
に
つ
い
て
解
説
が
続
く
。
著
者
は
、
今
日
の
文
献
学
的
資
料
分

析
に
基
づ
い
て
申
命
記
四
章
を
例
に
申
命
記
が
複
合
的
で
多
層
的

な
編
集
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
み
解
い
て
み
せ
る
。
申
命

記
本
体
の
直
前
の
申
命
記
四
章
一－

四
〇
節
に
、
呪
い
と
祝
福
の

形
を
と
っ
た
モ
ー
セ
の
勧
告
が
置
か
れ
た
。
内
容
的
に
は
明
ら
か

に
捕
囚
時
代
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
律
法
遵
守
の
す
ば
ら

し
さ
を
強
調
す
る
（
申
四
１－

８
）。
そ
の
際
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
卓

越
性
が
強
調
さ
れ
る
が
、
他
の
国
民
の
神
々
の
存
在
自
体
は
必
ず

し
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。「
第
二
イ
ザ
ヤ
」（
後

述
）
な
ど
の
場
合
と
異
な
り
、
具
体
的
な
救
い
の
展
望
が
現
れ
る

以
前
の
段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
第
四
段
落

（
三
二－

三
九
節
）
に
は
、
出
エ
ジ
プ
ト
と
い
う
「
救
済
史
」
の

記
述
を
枠
づ
け
る
よ
う
に
、
他
の
神
々
を
原
理
的
に
否
定
す
る
唯

一
神
教
的
な
断
言
が
置
か
れ
て
い
る
（
申
四
35
）。
し
か
し
「
こ

れ
ら
の
箇
所
（
三
五
節
と
三
九
節
）
の
唯
一
神
教
的
言
明
は
神
の
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唯
一
性
と
い
う
、
普
遍
的
な
論
点
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

救
済
史
的
・
拝
一
神
教
的
文
脈
を
分
断
し
て
い
る
」（
三
二
三
頁
）。

　

ヨ
シ
ヤ
時
代
の
「
第
一
の
申
命
史
家
」
た
ち
の
仕
事
を
引
き

継
ぐ
、
捕
囚
時
代
の
い
わ
ゆ
る
「
第
二
の
申
命
記
史
家
」
た
ち

は
、
ヨ
シ
ヤ
王
の
死
か
ら
捕
囚
時
代
ま
で
の
記
述
を
増
補
し
た

（
三
二
五－

六
頁
）。
彼
ら
は
王
国
滅
亡
と
捕
囚
と
い
う
不
条
理
を

道
筋
の
通
っ
た
形
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
。
そ
れ
を
達

成
す
る
た
め
に
彼
ら
が
目
を
つ
け
た
の
は
、
ヨ
シ
ヤ
の
二
代
前
の

王
マ
ナ
セ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
三
二
七
頁
）。
こ
の
マ
ナ
セ
に

王
国
滅
亡
と
捕
囚
と
い
う
破
局
の
全
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
し

た
。
第
二
申
命
記
史
家
た
ち
は
「
ヨ
シ
ヤ
の
敬
虔
と
善
行
を
も
っ

て
し
て
も
、
マ
ナ
セ
の
不
信
仰
と
悪
行
を
帳
消
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（
三
二
八
頁
）。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
申
命
記
史
家
た
ち
の
編
集
作
業

は
、社
会
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う「
苦
難
の
神
義
論
」

に
他
な
ら
な
い
。「
人
が
大
き
な
苦
難
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
、
そ

れ
が
不
条
理
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
受
け
と
め
た
り
耐
え
忍
ぶ
こ

と
が
困
難
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
苦
難
の
理
由
や
意
味
が
何
と

か
納
得
で
き
る
﹇
な
ら
ば
﹈
…
…
そ
れ
を
耐
え
忍
ん
だ
り
、
克
服

す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
破

局
と
苦
難
の
責
任
を
す
べ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
側
に
帰
す
る
こ
と
に

よ
り
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
免
罪
し
よ
う
と
す
る
弁
神
論
で
も
あ
る
。
信

仰
の
危
機
の
克
服
で
あ
る
」（
三
三
四
頁
）。

第
五
の
革
命

　

最
後
に
、
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
革
命
と
は
質
的
に
異
な
る
、

あ
る
意
味
で
人
類
宗
教
史
上
最
大
の
思
想
的
・
信
仰
的
革
命
が
起

こ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
以
外
の
神
の
存
在
を
原
理
的
に
否

定
す
る
、
第
二
イ
ザ
ヤ
に
よ
る
唯
一
神
観
の
宣
言
で
あ
る
。
ヤ
ハ

ウ
ェ
以
外
に
神
は
一
切
存
在
し
な
い
（
三
六
四
頁
）。
そ
こ
に
は

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
、「
逆
転
」の
発
想
が
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、

そ
れ
が
国
も
王
も
土
地
も
神
殿
さ
え
を
も
失
い
、
絶
望
の
淵
に
追

い
込
ま
れ
た
捕
囚
民
の
間
か
ら
、
無
力
な
民
に
力
を
与
え
、
絶
望

を
希
望
に
変
え
る
起
死
回
生
的
、
一
発
逆
転
的
な
究
極
の
論
理
と

し
て
語
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
三
六
四－

五
頁
）。

　

旧
約
聖
書
に
お
い
て
唯
一
神
教
的
神
観
が
最
も
集
中
的
に
見
ら

れ
る
の
は
、
イ
ザ
ヤ
書
四
三
章－

四
六
章
で
あ
る
。「
イ
ザ
ヤ
」

は
前
八
世
紀
後
半
の
預
言
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ザ
ヤ
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書
四
〇
章
以
降
で
は
明
ら
か
に
ユ
ダ
王
国
の
滅
亡
と
バ
ビ
ロ
ン

捕
囚
が
歴
史
的
に
前
提
と
さ
れ
、
ペ
ル
シ
ア
王
キ
ュ
ロ
ス
（
前

五
五
九－
五
三
〇
年
）
に
も
言
及
さ
れ
る
（
四
四
28
、
四
五
１
）。

旧
約
聖
書
の
歴
史
的
・
批
判
的
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
イ
ザ
ヤ
書

四
〇－

五
五
章
が
前
八
世
紀
の
預
言
者
イ
ザ
ヤ
と
は
ま
っ
た
く
別

人
の
捕
囚
時
代
末
期
の
匿
名
の
預
言
者
の
言
葉
を
集
め
た
独
立
し

文
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
二
イ
ザ
ヤ
は
今
や
捕

囚
の
終
わ
り
と
解
放
の
時
が
迫
っ
た
こ
と
を
告
知
す
る
。
ペ
ル
シ

ア
王
キ
ュ
ロ
ス
が
や
が
て
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
を
滅
ぼ
し
、
捕
囚
の
解

放
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
考
え
て
い
た
。
実
際
に
キ
ュ
ロ

ス
は
、
バ
ビ
ロ
ン
征
服
後
、
勅
令
を
発
し
て
捕
囚
民
を
解
放
し
、

エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
の
再
建
を
命
じ
た
（
三
四
三－
四
頁
）。
今
や

ヤ
ハ
ウ
ェ
は
、
ペ
ル
シ
ア
王
キ
ュ
ロ
ス
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
解
放
と

救
済
の
た
め
の
道
具
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
旧

約
聖
書
に
お
け
る
唯
一
神
教
的
な
神
観
の
確
立
が
確
認
で
き
る
。

従
来
の
拝
一
神
教
的
な
神
観
と
比
べ
、
そ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
飛

躍
で
あ
り
突
破
で
あ
り
、「
革
命
」
で
あ
っ
た
。（
三
五
五
頁
）。

　

一
方
、
第
二
イ
ザ
ヤ
で
目
立
つ
の
は
、
偶
像
崇
拝
に
対
す
る
激

し
く
執
拗
な
批
判
で
あ
る（
イ
ザ
四
〇
19－

20
、四
一
６－

７
等
）。

注
目
す
べ
き
は
、
第
二
イ
ザ
ヤ
に
は
、
明
ら
か
に
捕
囚
民
の
な
か

に
も
偶
像
崇
拝
が
浸
透
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
、
こ
れ
を

批
判
す
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
偶
像
の
「
非
神
性
」

と
鮮
烈
に
対
比
さ
せ
る
形
で
、
真
の
神
の
唯
一
性
が
強
調
さ
れ
る

（
三
五
〇－

三
頁
）。
こ
こ
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
だ
け
で
な
く
、
異0

邦
人
も
こ
の
唯
一
の
神
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
い
に
あ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
る

0

0

、
と
い
う
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
こ
こ
で
旧
約
聖
書
の
信
仰

に
は
、
拝
一
神
教
的
な
民
族
宗
教
の
枠
を
超
え
て
、
普
遍
的
な
世

界
宗
教
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
開
け
た
の
で
あ
る
（
三
五
五

頁
）。
こ
の
普
遍
的
な
神
観
、
普
遍
的
な
救
済
観
は
第
二
イ
ザ
ヤ

よ
り
も
後
の
匿
名
の
預
言
者
た
ち
に
よ
り
、
さ
ら
に
発
展
す
る
。

　

本
書
は
、
第
二
イ
ザ
ヤ
以
降
の
唯
一
神
教
、
つ
ま
り
ユ
ダ
ヤ
教

や
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
に
つ
い
て
も
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て

閉
じ
ら
れ
る
。

　

思
想
的
「
革
命
」
で
捉
え
ら
れ
る
本
書
の
一
神
教
の
視
点
は
斬

新
な
指
摘
で
あ
る
と
同
時
に
極
め
て
挑
戦
的
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
こ
こ
に
気
が
か
り
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
の

宗
教
類
型
論
に
従
え
ば
（
二
八
頁－

三
四
頁
）
旧
約
聖
書
の
一
神

教
は
、一
神
教
の
諸
相
の
う
ち
拝
一
神
教
か
ら
排
他
的
一
神
教（
唯
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一
神
教
）
が
五
つ
の
革
命
を
へ
て
確
立
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
。

紀
元
前
一
二
〇
〇
年
頃
に
始
ま
る
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
共
同
体
の
成

立
か
ら
紀
元
前
六
世
紀
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
ま
で
の
お
よ
そ
六
〇
〇

年
間
は
、
い
わ
ば
拝
一
神
教
の
時
代
で
あ
り
四
つ
の
革
命
が
繰
り

返
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
を
ま
た
ず
第
五
の
革
命
―
―
そ
こ

に
は
以
前
の
革
命
と
は
質
的
に
全
く
異
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

が
あ
る
と
強
調
さ
れ
る
―
―
つ
ま
り
唯
一
神
教
の
確
立
に
い
た

る
。
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
革
命
と
第
五
の
革
命
と
の
間
に
決
定

的
相
違
を
認
識
し
な
が
ら
一
貫
し
て
革
命
と
い
う
概
念
で
括
る
こ

と
が
は
た
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
唯
一
神
教
を
連
続
す
る

発
展
の
頂
点
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
筆
者
は
本
書
を
出
来
る
だ
け
忠
実
に
紹
介
し
て
み
た
つ
も

り
で
あ
る
が
、
咀
嚼
に
手
間
取
り
、
十
分
消
化
し
き
れ
な
か
っ

た
。
読
み
違
え
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
に
は
一
般
書
と

は
言
え
、
聖
書
学
者
と
し
て
の
本
領
が
随
所
に
刻
印
さ
れ
、
諸
説

や
編
集
過
程
を
緻
密
に
展
開
す
る
と
こ
ろ
は
難
解
と
爽
快
さ
が
同

居
す
る
。
し
か
し
難
渋
と
思
え
る
議
論
や
言
説
に
つ
い
て
は
し
ば

し
ば
個
別
具
体
的
・
一
般
的
な
出
来
事
を
傍
証
と
す
る
こ
と
で
納

得
で
き
る
よ
う
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
付
随
し
て
、
聖
書
の

言
葉
の
解
釈
が
分
か
れ
る
問
題
、
例
え
ば
「
神
の
言
葉
に
お
け
る

『
我
々
』」
に
は
丁
寧
で
慎
重
な
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は

有
難
い
。

　

最
後
に
筆
者
は
著
者
が
新
た
な
知
見
を
踏
ま
え
た
古
代
イ
ス
ラ

エ
ル
史
を
上
梓
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
。

　

論
評
へ
の
応
答

山　

我　

哲　

雄

　

拙
著
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
に
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
北

海
道
基
督
教
学
会
、
な
ら
び
に
丁
寧
に
紹
介
、
論
評
し
て
下
っ
た

桑
原
、
堀
の
両
氏
に
心
か
ら
感
謝
す
る
。
本
書
の
「
あ
と
が
き
」

に
も
記
し
、
桑
原
氏
も
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、

一
神
教
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が
集
ま
り
討
論
す

る
学
際
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
旧
約
研
究
の
代
表
者
と
し
て
発
題

し
た
、「
旧
約
聖
書
の
宗
教
は
い
か
な
る
意
味
で
一
神
教
的
で
あ
っ
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